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◎信用保証のしくみ

　中小企業者がその事業遂行に必要な運転資金と設備資金です。

　したがって、事業資金以外の生活資金などの消費資金、投機資金等は

対象とはなりません。

◎対　象　資　金

中小企業者の方

　①　県内に本店または事業所がある法人

　②　県内に住居または事業所がある個人

　③　中小企業者で組織する組合員の方

　法人については資本金または従業員数のいずれか、個人については従業

員数が以下に該当していればご利用いただけます。

◎ご利用いただける方

従業員数（小規模事業者）資　本　金業　　　　　種

300人以下（20人以下）３ 億 円 以 下製造業など（建設業・運送業・不動産業・旅
行業を含む）

900人以下（20人以下）３ 億 円 以 下
ゴム製品製造業（自動車または航空機用
タイヤ及びチューブ製造業並びに工業
用ベルト製造業を除く）

100人以下（５人以下）１ 億 円 以 下卸売業

50人以下（５人以下）５千万円以下小売業・飲食業

100人以下（５人以下）５千万円以下サービス業

300人以下（20人以下）３ 億 円 以 下ソフトウェア業／情報処理サービス業

200人以下（20人以下）５千万円以下旅館業

300人以下（20人以下）―医業を主たる事業とする法人

※ご利用になる制度により異なる場合がございます。



◎ 連帯保証人について
　原則として、連帯保証人は法人の場合は代表者のみ必要、個人事業主

の場合は不要です。但し、法人の場合、一定の経営状況によって、経営

者保証を不要とする制度・運用もあります。

※担保提供者については、法人の代表者を除き連帯保証人となる必要は

ありません。

※事情により第三者が保証人となる場合については、民法の規定により

公正証書により保証意思の確認を行います。

◎責任共有制度について
　責任共有対象の制度については、金融機関の負担割合は20％となって
います。

責任共有の対象外となっている保証制度
・小額融資保証（特別小口）

（特定非営利活動法人（医業を主たる事業とする小規模特定非営利活動

法人以外）に係るものを除く。）

・小口零細企業保証

・創業関連保証

・再挑戦支援保証

・中堅企業特別保証

・事業再生保証

・経営力強化保証（責任共有対象外の保証を借換えた場合）

・事業再生計画実施関連保証（責任共有対象外の保証を借換えた場合）

・災害関係保証

・セーフティネット保証１号～４、６号

・東日本大震災復興緊急保証

・危機関連保証

・伴走支援型特別保証（中小企業信用保険法第２条第５項第４号の認定

を受けて利用する場合を除く）
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　①　一般にいう商工業者の方ほとんどが対象となりますが、具体的に
は次の事業等を営んでいる方です。

　②　許認可等の確認を必要とする事業については、許認可等を受けて
いることが必要です。

［注１］保証対象とならない業種
　　　　農業、林業、漁業、金融・保険業、公務、サービス業の一部但し、一部対

象となる業種もあります。
［注２］社会福祉法人は医業が主たる業種の場合のみ対象となり、宗教法人、学校

法人は該当しません。一般社団法人、一般財団法人は、制度により該当す
る場合があります。

［注３］特定非営利活動法人は、原則として全ての保証制度で利用できます。但し、
小口零細企業保証制度、制度の制度要綱・要領等で対象外としているもの、
特例保険に係る保証制度で根拠法において対象外としているもの、中小企
業特定社債保証は利用できません。

［注４］対象業種と対象外業種を兼業しているものについては、資金使途が明らか
に対象業種にかかる場合に限ります。

［注５］反社会的勢力は、保証の対象となりません。
［注６］公序良俗に反すると判断された場合は、保証の対象となりません。

◎保証対象者となる主な業種

物 品 賃 貸 業
広 告 業

洗濯・理容・美容・浴場業
娯 楽 業
廃 棄 物 処 理 業
自 動 車 整 備 業
機 械 修 理 業
職業紹介・労働者派遣業

教育・学習支援業

サ
　
ー
　
ビ
　
ス
　
業

医 療 業
社会保険・社会福祉・介護

医
療
・

　
福
祉

通 信 業
放 送 業
情 報 サ ー ビ ス 業

インターネット付随サービス業

情
報
通
信
業

不 動 産 取 引 業
不動産賃貸業・管理業

不
動
産
業

電気・ガス・熱供給・水道業
金 融 ・ 保 険 業

そ
の
他

の
産
業

木 材 伐 出 業
農林漁業関連製造業

農
林
漁

業
関
係

食 料 品 製 造 業

繊 維 工 業

木材・木製品製造業

家具・装備品製造業

パルプ・紙・製造業

印 刷 ・ 同 関 連 業

化 学 工 業

石油・石炭製品製造業

プラスチック製品製

造 業

ゴ ム 製 品 製 造 業

なめし革・同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業

鉄 鋼 業

金 属 製 品 製 造 業

機 械 器 具 製 造 業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

そ の 他 の 製 造 業

製
　
　
　
　
造
　
　
　
　
業

鉱 業
土 石 採 取 業

鉱
　
業

建 設 業
建
設
業

卸 売 業
卸
売
業

小 売 業
小
売
業

道 路 旅 客 運 送 業
道 路 貨 物 運 送 業
倉 庫 業

運
輸
業

宿 泊 業
飲 食 店

飲
食
・

　
宿
泊



次の割引要件に該当する場合には、信用保証料率の割引を行います。
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「保証料率」は貸付金額に対する料率です。

責任共有対象外制度の場合 （年率、％）

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　分

0.500.700.901.101.351.601.802.002.20信用保証料率

責任共有対象制度の場合 （年率、％）

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　分

0.450.600.801.001.151.351.551.751.90責任共有保証料率

◎基準保証料率（保証料率弾力化の対象となる場合の料率です）

◎割引対象要件

割引率具 体 的 基 準割引要件

▲0.10％・会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す
書類（登記事項証明書等）の提出があった方

会計割引
・会計参与設置会社
の方

　（事業承継特別保
証制度（経保CO確
認あり）、一括支払
契約保証を除く）

▲0.10％・不動産、商業手形、有価証券、機械器具、工場財団、
出店保証金の担保提供がある方

有担保割引
・担保の提供がある方
で以下のいずれかに
該当する場合
①「別表１」に定める料
率に該当する保証（ミ
ニカードローン除く）
②山形県商工業振興資
金を利用しない小額
融資保証（県特）
③経営力強化保証
④季節資金
⑤山形県・市町村の補給
がない基準保証料率
1.15％の近代化保証
⑥社会貢献活動応援型
特定社債保証「貢献」
⑦税理士連携型短期継
続保証「税理士たんけ
い」であって、制度で
定める保証料割引を
適用していないもの

◎信用保証料について

　信用保証協会では、信用保証をご利用になる対価として、信用保証料

を頂いています。頂いた信用保証料は、中小企業信用保険の信用保険料

や経費など、制度運営上必要な費用に充当します。なお、信用保証料は

借入金額、信用保証料率、保証期間、返済方法などによって決まります。

◎信用保証料率について

　経営状況に応じた９区分の料率体系（弾力化保証料率）となります。

　保証料率の決定の際には、「貸借対照表を作成している方」は９区分の

各料率を適用し、「貸借対照表を作成していない方」は一律で５区分の料

率を適用します。

※定率の保証料率となる保証制度もあります。
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◎主な保証制度一覧
基準保証料率（年率）
（貸付額に対する料率です）保証期間保証限度額＜個人・会社の方＞責任共有こんな時にご利用ください保　証　制　度　名

弾力化0.45～1.90％運転10年、設備20年２億8,000万円（無担保8,000万円）○通常の運転・設備の借入に一 般 保 証

弾力化0.45～1.90％１年5,000万円○短期資金を継続的に利用したいときに短 期 継 続 型 保 証 「 た ん け い 」
弾力化0.45～1.90％
書面添付の場合等は
弾力化0.35～1.80％

１年5,000万円○
短期資金を継続的に利用したいときに
（税理士からの推薦が必要）

税理士連携短期継続型保証「税理士たんけい」

弾力化0.35～1.90％７年２億円○
SDGsに取り組む企業がまとまった資金を長期間調達した
いときに

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 応 援 保 証

弾力化0.40～1.85％６ヶ月3,000万円○中元・年末期の季節的な短期資金が必要なときに季 節 資 金 保 証
１号～４、６号0.80%
５、７号～８号0.68%運転10年、設備15年２億8,000万円（無担保8,000万円）5.7.8号

○
倒産被害、不況業種、突発的災害等により影響を受けているときにセ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証

0.80%10年２億8,000万円（無担保8,000万円）大規模な経済危機、災害等による著しい信用収縮が発生したときに危 機 関 連 保 証
セーフティネット保証の場合

0.85％
（経保免除の場合1.05％）

一般保証の場合
0.45％～1.90％

（経保免除の場合0.65％～2.10％）

一括返済の場合　1年
分割返済の場合　10年
（据置５年以内）

6,000万円△
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、金融機関
からの継続的な伴走型の支援を受けながら、経営の安定や
生産性向上等に取り組む方に

伴 走 支 援 型 特 別 保 証

弾力化0.45～1.90％１年２億8,000万円（無担保8,000万円）○災害等の影響を受け、喫緊の資金手当てが必要なときに緊 急 短 期 資 金 保 証

弾力化0.39～1.62％１年または２年
（更新により最長６年）

100万円以上2,000万円○カードで反復的に借入するときに（極度枠設定）カ ー ド ロ ー ン 当 座 貸 越 根 保 証

弾力化0.39～1.62％１年または２年
（更新により最長６年）

100万円以上２億8,000万円
（無担保8,000万円）○大口資金を反復的に借入れるときに（極度枠設定）当 座 貸 越 根 保 証

弾力化0.45～1.90％７年2,400万円以上４億5,000万円（無担保２億円）○社債を発行し、資金調達するときに中 小 企 業 特 定 社 債 保 証

弾力化0.35～1.80％７年2,400万円以上４億5,000万円（無担保２億円）○社債を発行し、資金調達するときに（社会貢献活動を行うことが必要）社会貢献応援型特定社債保証「貢献」

0.68%１年２億円○在庫・売掛金等を担保として資金調達するときに流 動 資 産 担 保 融 資 保 証
責 任 共 有　0.80%
責任共有外　1.00%

一括返済の場合１年
分割返済の場合15年２億8,000万円（無担保8,000万円）△事業再生計画を実行する際の資金調達に事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 保 証

責任共有0.80％
（経保免除の場合1.05％）
責任共有対象外1.00％
（経保免除の場合1.20％）

一括返済の場合　1年
分割返済の場合　15年
（据置５年以内）

２億8,000万円（無担保8,000万円）△事業再生計画を実行する際の資金調達に
事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 保 証

（感染症対応型）

利用する制度の料率利用する制度の期間利用する制度による△既存の保証付借入の借換、一本化に借 換 保 証

弾力化0.45～1.90％15年2億8,000万円（無担保8,000万円）○
改善計画を策定し、返済緩和債権を借換えて、金融正常化
を図ろうとしているときに

条件変更改善型借換保証

弾力化0.50～2.20％７年2,000万円小口の借入を行いたいときに（小規模事業者であることが必要）小 口 零 細 企 業 保 証

弾力化0.39～1.62％１年または２年
（更新により最長６年）

50万円以上300万円○カードで小口資金を反復的に借入するときに（極度枠設定）ミ ニ カ ー ド ロ ー ン

弾力化0.45～1.90％７年3,000万円○小口の借入を行いたいときに（小規模事業者であることが必要）県 特小額融資
保 証 1.00%７年2,000万円無担保・無保証人で小口の借入を行いたいときに（小規模事業者であることが必要）特 別 小 口

1.00%10年3,500万円新規開業等を行うときに創 業 関 連近 代 化
資金保証 弾力化0.45～1.90％運転10年、設備15年２億8,000万円（無担保8,000万円）○事業承継局面での資金調達に特定経営承継関連等

弾力化0.45～1.90％
経営者保証コーディネーターより

チェックを受けた場合は弾力化0.20～1.15％
10年２億8,000万円（無担保8,000万円）○事業承継局面で経営者保証を解除したいときに事 業 承 継 特 別 保 証 制 度

弾力化0.45～1.90％
（原則1.15％）設備15年２億8,000万円（無担保8,000万円）○

持株会社を新たに設立し、事業会社の株式を買い取りたい
ときに

事 業 承 継 サ ポ ー ト 保 証

弾力化0.45～1.90％
一括返済　２年
分割返済　７年

（設備、運転設備の場合10年）
２億8,000万円（無担保8,000万円）○経営者保証なしで借入を行いたいときに財 務 要 件 型 無 保 証 人 保 証

弾力化0.45～1.90％利用する商工業振興資
金融資制度綱による

２億8,000万円（無担保8,000万円）○山形県商工業振興資金融資制度により借入を行うときに商 工 業 振 興 資 金 保 証

１号～４、６号0.80％
５、７号～８号0.68％15年（据置３年以内）２億8,000万円（無担保8,000万円）5.7.8号

○
経営の安定のため、既存の保証付借入を長期の借換、一本
化に（セーフティネット保証の認定が必要）

長 期 借 換 保 証

弾力化0.45～1.90％各市町村の制度要綱による○市町村の低利融資制度を利用し借入を行うときに市 町 村 制 度 保 証
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◎ 主な保証制度別信用保証料率一覧表
制度割引等企業負担

信用保証料補給割引
信用保証料率

（基準保証料率） 市町村県制　度
有担保
0.10％

会　計
0.10％

『別表1』に定める料率

－－△△0.45％～1.90％一般保証
－－△△0.39％～1.62％事業者カードローン当座貸越根保証、当座貸越根保証
－－－△0.39％～1.62％ミニカードローン
－－△△0.45％～1.90％中小企業特定社債保証

基準保証料率を0.10%引き下げています『別表13』に定める料率－○△△0.35％～1.80％社会貢献応援型特定社債保証「貢献」
制度割引は基準保証料率×８／100です『別表10』に定める料率△○○

－△0.68％
県資金利用あり

流動資産担保融資保証
0.68％－－－－

基準保証料率を0.20%引き下げています
『別表２－１』に定める料率△○

○－△0.80％
県資金利用あり

１号～４、６号
セーフティネット保証

『別表２－２』に定める料率△－－

基準保証料率を0.17%引き下げています
『別表２－３』に定める料率△○

○－△0.68％
県資金利用あり

５、７号～８号
『別表２－４』に定める料率△－－

制度割引は基準保証料率×10／80です『別表２－５』に定める料率△○○
－△0.80%

県資金利用あり
危機関連保証

0.80％－－－　　　　－
経営者保証を免除する場合の基準料率は1.05％です0.20％－－－－0.85％（1.05％）伴走支援型特別保証（セーフティネット保証４号・５号）
経営者保証を免除する場合の基準料率は0.65％～
2.10％です

『別表16－１』に定める料率
『別表16－２』に定める料率－－－－

0.45％～1.90％
（0.65％～2.10％）伴走支援型特別保証（一般保証）

『別表１』に定める料率－－△△0.45％～1.90％緊急短期資金保証
0.80％－－

－△
0.80%責任共有

事業再生計画実施関連保証
1.00％－－1.00%責任共有外

経営者保証を免除する場合の基準料率は1.00％です0.20％－－
－－

0.80％（1.00％）責任共有事業再生計画実施関連保証
［感染症対応型］ 経営者保証を免除する場合の基準料率は1.20％です0.20％－－1.00%（1.20％）責任共有外

『別表９－１』に定める料率－－
△△

0.45％～1.75％責任共有
経営力強化保証

『別表９－２』に定める料率－－0.50％～2.00％責任共有外
　利用する保証制度の信用保証料率（保証料割引・保証料補給）となります借換保証

制度割引は基準保証料率×８／100です『別表11』に定める料率
△

○○－
△0.45％～1.90％

県資金利用あり
条件変更改善型借換保証

『別表１』に定める料率－－△－

制度割引は基準保証料率×８／100です
『別表３－１』に定める料率○○

○
－

△0.45％～1.90％
県資金利用あり

県　　特
小額融資保証

『別表３－２』に定める料率－－△－

制度割引は基準保証料率×10／100です
0.30％○○

○－△1.00％
県資金利用あり

特別小口
0.90％－－－

制度割引は基準保証料率×９／100です
『別表４－１』に定める料率○○

○－△0.50％～2.20％
県資金利用あり

小口零細企業保証
『別表４－２』に定める料率－－－

制度割引は基準保証料率×16／100です
『別表５』に定める料率○○○－△0.45％～1.90％

第１項
商工業振興資金保証

制度割引は基準保証料率×８／100です第２項
制度割引は基準保証料率×11／100です『別表６－１』に定める料率△（注）－○－

△

0.85％経営革新など

近代化資金保証
（主な制度のみ記載）

制度割引は基準保証料率×８／100です『別表６－２』に定める料率△（注）－○△1.15％エネルギー対策など
制度割引は基準保証料率×10／100です『別表６－３』に定める料率△（注）－○－1.00％再挑戦支援
制度割引は基準保証料率×20／100です『別表６－４』に定める料率○○○

－
1.00％県資金利用あり

創業関連
制度割引は基準保証料率×10／100です0.90％－－○1.00％－

一定の要件で基準料率が0.20％～1.15％となる制度
があります

『別表６－５』に定める料率△○－－
0.45％～1.90％

県資金利用あり経営承継関連など
弾力化対象の制度 『別表１』に定める料率－－－△－

制度割引は基準保証料率×30／100です『別表14』に定める料率－（注）－○－1.00%災害
基準保証料率を0.05％引き下げています『別表７』に定める料率－○△△0.40％～1.85％季節資金保証
制度割引は基準保証料率×８／100です『別表８』に定める料率△－○－△0.45％～1.90％市町村制度保証

『別表１』に定める料率－－－△△0.45％～1.90％財務要件型無保証人保証
制度割引は基準保証料率×８／100です『別表11』に定める料率△○○－

△
0.45％～1.90％
（原則1.15％）

県資金利用あり
事業承継サポート保証

『別表１』に定める料率－－－△－
制度割引は基準保証料率×８／100です『別表11』に定める料率△○○－

△0.45％～1.90％
県資金利用あり専門家派遣付長期設備保証

「プロサポ」 『別表１』に定める料率－－－△－
基準保証料率を0.10％引き下げています
（割引適用要件あり）

『別表12』に定める料率－－○－△0.35％～1.90％SDGs応援保証

『別表１』に定める料率－－－△△0.45％～1.90％短期継続型保証「たんけい」
基準保証料率を0.10％引き下げています『別表13』に定める料率

－－
○－

△0.45％～1.90％
制度で定める割引要件該当税理士連携短期継続型保証

「税理士たんけい」 『別表１』に定める料率－△－
制度割引は基準保証料率×８／100です『別表15－１』に定める料率△○○

－－0.20％～1.15％
県資金利用あり、経保CO確認あり

事業承継特別保証
「承継特別」

『別表15－２』に定める料率－－－県資金利用なし、経保CO確認あり
制度割引は基準保証料率×８／100です『別表11』に定める料率△○○－△

0.45％～1.90％
県資金利用あり、経保CO確認なし

『別表１』に定める料率－－－△△県資金利用なし、経保CO確認なし
基準保証料率を0.20％引き下げています『別表２－２』に定める料率

－－－－△
0.80％セーフティネット保証１号～４、６号

長期借換保証
基準保証料率を0.17％引き下げています『別表２－４』に定める料率0.68％セーフティネット保証５、７号～８号

※信用保証料率は、貸付額（融資額）に対する料率表示となっております。　※補給欄の「○」は、全てが補給の対象となるものです。
※割引欄の「○」は、全員に適用されるものです。　　　　　　　　　　　　※補給欄の「△」は、一部の市町村が補給しているものです。補給率は、市町村により異なります。
※割引欄の「△」は、該当者に適用されるものです。　　　　　　　　　　　※信用保証料補給欄の（注）は、県資金利用の場合は県により補給があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※制度割引欄の算出式には、「会計」「有担保」に係る割引は加味されておりません。
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◎別　　表
信用保証料率は、貸付額（融資額）に対する料率表示となっております。（条件変更の場合には、信用保証料率が変更される場合があります。）

※小数点第３位以下については、切り上げし記載しています。（実際は、小数点第４位までとなっています。）
※別表上、「会計割引」「有担保割引」「新規割引」は加味されておりません。

『別表７』季節資金保証

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.400.550.750.951.101.301.501.701.85企 業 負 担（％）

『別表８』市町村制度保証

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.420.560.740.921.061.251.431.611.75企 業 負 担（％）

※市町村より保証料補給があります。補給率は窓口で確認下さい。

『別表９－１』経営力強化保証（責任共有）

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.450.450.600.801.001.151.351.551.75企 業 負 担（％）

『別表９－２』経営力強化保証（責任共有外）

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.500.500.700.901.101.351.601.802.00企 業 負 担（％）

『別表10』 流動資産担保融資保証［県資金利用あり］
（注）市町村の保証料補給がある場合は、企業負担から補給率分料率が引下げ

られます。
0.36企 業 負 担（％）

0.14市町村補給率（％）

『別表11』条件変更改善型借換保証、事業承継サポート保証、「プロサポ」・「承継特別（経保CO確認なし）」［県資金利用あり］
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.240.320.420.520.600.710.810.910.99企 業 負 担（％）

0.090.120.160.200.230.270.310.350.38市町村補給率（％）

(注) 市町村の保証料補給がある場合は、企業負担から補給率分料率が引下げられます。

『別表12』SDGs応援保証
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.35 0.50 0.70 0.90 1.05 1.35 1.55 1.75 1.90 企 業 負 担（％）

『別表13』 社会貢献応援型特定社債保証「貢献」、税理士連携短期継続型保証「税理士たんけい」〔割引要件該当〕
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.350.500.700.901.051.251.451.651.80企 業 負 担（％）

『別表１』責任共有保証料率表

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.450.600.801.001.151.351.551.751.90信用保証料率（％）

0.390.510.680.850.981.151.321.491.62（特殊保証料率％）

※特殊保証料率とは、事業者カードローン、ミニカードローン、当座貸越根保証、手形割引根保証、電子記録債権
割引根保証、簡易根保証に適用される料率です。

『別表14－１』　災害関係保証［県資金利用あり］
 (注) 市町村の保証料補給（0.30％）がある場合、企業負担は無しとなります。0.30企 業 負 担（％）

『別表２－１』セーフティネット保証１号から４号及び６号［県資金利用あり］

（注）市町村の保証料補給（0.34％）がある場合、企業負担は無しとなります。0.34企 業 負 担（％）

『別表14－２』　災害関係保証［県資金利用なし］
（注）市町村の保証料補給（0.30％）がある場合、企業負担は0.40％となります。0.70企 業 負 担（％）

『別表15－１』事業承継特別保証制度［県資金利用あり］［経保CO確認あり］
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.120.180.240.300.360.420.510.600.69企 業 負 担（％）

0.040.060.080.100.120.140.170.200.23市町村補給率（％）

（注）市町村の保証料補給がある場合は、企業負担から補給率分料率が引下げられます。

『別表15－２』事業承継特別保証制度［県資金利用なし］［経保CO確認あり］
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.200.300.400.500.600.700.851.001.15企 業 負 担（％）

0.040.060.080.100.120.140.170.200.23市町村補給率（％）

（注）市町村の保証料補給がある場合は、企業負担から補給率分料率が引下げられます。

『別表16－１』伴走支援型特別保証　一般保証
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.450.600.801.001.151.351.551.751.90信用保証料率（％）

0.250.300.400.500.550.650.700.750.75補　 助　 率（％）

『別表16－２』伴走支援型特別保証　一般保証（経営者保証免除対応適応の場合）
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.650.801.001.201.351.551.751.952.10信用保証料率（％）

0.450.500.600.700.750.850.900.950.95補　 助　 率（％）

『別表２－３』セーフティネット保証５、７、８号　［県資金利用あり］

（注）市町村の保証料補給（0.29％）がある場合、企業負担は無しとなります。0.29企 業 負 担（％）

『別表２－４』セーフティネット保証５、７、８号　［県資金利用なし］

（注）市町村の保証料補給（0.29％）がある場合は、企業負担は引下げられ0.39％となります。0.68企 業 負 担（％）

『別表２－５』危機関連保証［県資金利用あり］

（注）市町村の保証料補給（0.34％）がある場合、企業負担は無しとなります。0.34企 業 負 担（％）

『別表３－１』小額融資（県特）保証［県資金利用あり］

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.150.200.260.320.370.440.500.560.61企 業 負 担（％）

『別表３－２』小額融資（県特）保証［県資金利用なし］

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.420.560.740.921.061.251.431.611.75企 業 負 担（％）

『別表４－１』小口零細保証［県資金利用あり］

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.160.220.280.350.420.500.560.620.69企 業 負 担（％）

『別表４－２』小口零細保証［県資金利用なし］

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.460.640.821.011.231.461.641.822.01企 業 負 担（％）

『別表５』商工業振興資金保証

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.110.150.200.240.280.330.380.420.46第１項企業負担（％）

0.150.200.260.320.370.440.500.560.61第２項企業負担（％）

※小額融資、近代化保証制度を利用する場合は、当該制度の料率となります。

『別表６－１』近代化資金保証［料率0.85％制度の場合］
0.76企 業 負 担（％）

0.34県 補 給 率（％）

0.17市町村補給率（％）

『別表６－３』近代化資金保証［再挑戦支援関連保証の場合］
0.90企 業 負 担（％）

0.40県 補 給 率（％）

0.20市町村補給率（％）

『別表６－２』近代化資金保証［料率1.15％制度の場合］
1.06企 業 負 担（％）

0.46県 補 給 率（％）

0.23市町村補給率（％）

『別表６－４』近代化資金保証［創業関連、創業等関連保証の場合］
0.80企 業 負 担（％）

0.40県 補 給 率（％）

0.40市町村補給率（％）

『別表６－５』近代化資金保証［弾力化料率の場合］

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①区　　　分

0.450.600.801.001.151.351.551.751.90企 業 負 担（％）

0.180.240.320.400.460.540.620.700.76県 補 給 率（％）

0.090.120.160.200.230.270.310.350.38市町村補給率（％）

（注）県・市町村の保証料補給がある場合は、企業負担から各補給率分料率が引下げられます。

『別表２－２』セーフティネット保証１号から４号及び６号　［県資金利用なし］

（注）市町村の保証料補給（0.34％）がある場合、企業負担は0.46％となります。0.80企 業 負 担（％）
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金20年

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合 ４億8,000万円）

中小企業の方一 般 保 証

［一　般］

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　原則不要

担　保　原則不要

運転設備資金

１年または２

年

100万円以上
2,000万円

◎個人事業主の場合

業歴３年以上、２期以上の確定申告を行い、申込金融機関との

与信取引が６ヶ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方

　①CRDスコアリングが基準以上
　②金融機関格付が①同等以上

③青色申告をし申告所得を計上し、かつ自己名義不動産を

所有する

事業者カードローン

当 座 貸 越 根 保 証

［カードローン］

保証人　原則代表者以外不要

担　保　不要

◎法人の場合

業歴３年以上、 ２期以上の決算を行い、申込金融機関との与
信取引が６ヶ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方

　①CRDスコアリングが基準以上
　②金融機関格付が①同等以上

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

事業者カード

ローン当座貸越

根保証又は事業

者カードローン

当座貸越根保証

「プラス」を既に

利用されている

方のみの取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　原則不要

担　保　原則不要

運転設備資金

１年または２

年

100万円以上
2,000万円
（決済条件とする保証

の極度額の範囲内）

 ◎個人事業主の場合
業歴３年以上、２期以上の確定申告を行い、申込金融機関

との与信取引が６ヶ月以上あり、最近２年間のいずれかの

確定申告において申告所得を計上している方

事業者カードローン

当 座 貸 越 根 保 証 
「プラス」

保証人　原則代表者以外不要

担　保　原則不要

◎法人の場合

業歴３年以上、２期以上の決算を行い、申込金融機関との

与信取引が６ヶ月以上あり、最近２年間のいずれかの決算

において利益（経常利益）を計上している方

覚書を締結した金融機

関のみの取扱い

事業者カードローン当

座貸越根保証又は事業

者カードローン当座貸

越根保証「プラス」又

はミニカードローンを

既に利用されている方

のみの取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　原則不要

担　保　原則不要

運転設備資金

１年

（最大２回ま

で更新可能）

50万円以上
2,000万円
（決済条件とする保証

の極度額の範囲内）

 ◎個人事業主の場合
　いずれかに該当する中小企業者

　茨　最近３年間のいずれかの確定申告において所得がゼロ

より大きいこと

　芋　直近の確定申告において資産超過であること

事業者カードローン

当 座 貸 越 根 保 証

「プラスOne」
令和４年12月29日ま
でに保証協会が保証

申込受付したもの 保証人　原則代表者以外不要

担　保　原則不要

 ◎法人の場合
　いずれかに該当する中小企業者

　茨　最近３年間のいずれかの決算において経常利益がゼロ

より大きいこと

　芋　直近の決算において資産超過であること

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。

兼
献
験

券
献
鹸
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　不要

運転設備資金

１年または２

年

50万円以上300万円次のすべての要件を満たす中小企業者の方

①同一事業の経歴１年以上で、１期以上の決算を行っている

こと

②最近２年間のいずれかの決算で利益を計上しているか、あ

るいは最近の決算で債務超過でないこと

③申込金融機関が償還能力ありと認め、今後とも支援育成し

ていきたい先であること

④本制度及び事業者カードローン当座貸越根保証の利用がな

いこと

ミニカードローン

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　原則不要

原則、5,000万円超の場合は担保
が必要

運転設備資金

１年または２

年

100万円以上
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

◎個人事業主の場合
業歴３年以上、２期以上の確定申告を行い、申込金融機関
との与信取引が６ヶ月以上ある方で、次のいずれかに該当
する方

　①CRDスコアリングが基準以上
　②金融機関格付が①同等以上
　③青色申告をし直近の申告において、所得を300万円以上

計上し、かつ自己名義不動産を所有する
　④青色申告をし、直近の申告において所得を100万円以上
計上し、不動産担保の提供がある

当 座 貸 越 根 保 証

［当　貸］

保証人　原則代表者以外不要

原則、5,000万円超の場合は担保
が必要

 ◎法人の場合
業歴３年以上、２期以上の決算を行い、 申込金融機関との与
信取引が６ヶ月以上ある方で、次のいずれかに該当する方

　①CRDスコアリングが基準以上
　②金融機関格付が①同等以上

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

当座貸越根保証

又は当座貸越根

保証「プラス」

を既に利用され

ている方のみの

取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　原則不要

原則、5,000万円超の場合は担保
が必要

運転設備資金

１年または２

年

100万円以上
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（決済条件とする保証

の極度額の範囲内）

◎個人事業主の場合

業歴３年以上、２期以上の確定申告を行い、申込金融機関

との与信取引が６ヶ月以上あり、最近２年間のいずれかの

確定申告において申告所得を計上している方

当 座 貸 越 根 保 証

「プラス」

保証人　原則代表者以外不要

原則、5,000万円超の場合は担保
が必要

 ◎法人の場合
業歴３年以上、２期以上の決算を行い、申込金融機関との

与信取引が６ヶ月以上あり、最近２年間のいずれかの決算

において利益（経常利益）を計上している方

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。

兼
献
験

券
献
鹸

兼
献
験

券
献
鹸
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

当座貸越根保証

又は当座貸越根

保証「プラス」

を既に利用され

ている方のみの

取扱い

弾力化

0.39～1.62％
保証人　原則不要

担　保　原則不要

運転設備資金

１年（最大２

回まで更新可

能）

100万円以上
２億8,000万円（決済
条件とする保証の極

度額の範囲内）

 ◎個人事業主の場合
　いずれかに該当する中小企業者

　茨　最近３年間のいずれかの確定申告において所得がゼロ

より大きいこと

　芋　直近の確定申告において資産超過であること

当 座 貸 越 根 保 証

「プラスOne」
令和４年12月29日ま
でに保証協会が保証

申込受付したもの

保証人　原則代表者以外不要

担　保　原則不要

◎法人の場合

　いずれかに該当する中小企業者

　茨　最近３年間のいずれかの決算において経常利益がゼロ

より大きいこと

　芋　直近の決算において資産超過であること

覚書を締結した

金融機関のみの

取扱い

経営安定関連保

証及び危機関連

保証を除く、普

通・無担保保証

との合計は、５

億円以内

部分保証（80%）

弾力化

0.45～1.90％
保証人不要

原則、２億円超は担保が必要

運転資金

設備資金

２年～７年

一括償還

または６ヶ月

毎の定時償還

４億5,000万円
（保険、別枠）

保証割合は80％のた
め、保証限度額４億

5,000万円に対し、社
債発行額は５億6,000
万円まで

一回の最低発行額

3,000万円以上

次の茨から鰯のいずれかに該当する会社（株式会社、特例有

限会社、合名会社、合資会社、合同会社）

※特定非営利活動法人は対象外

茨　純資産額が５千万円以上３億円未満であり、以下の①ま

たは②のいずれか１項目及び③または④のいずれか１項目

を充足すること

　①自己資本比率が20％以上であること
　②純資産倍率が2.0倍以上であること
　③使用総資本事業利益率が10％以上であること
　④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること
 芋　純資産額が３億円以上５億円未満であり、以下の①また
は②のいずれか１項目及び③または④のいずれか１項目を

充足すること

　①自己資本比率が20％以上であること
　②純資産倍率が1.5倍以上であること
　③使用総資本事業利益率が10％以上であること
　④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること
鰯　純資産額が５億円以上であり、以下の①または②のいず

れか１項目及び③または④のいずれか１項目を充足する

こと

　①自己資本比率が15％以上であること
　②純資産倍率が1.5倍以上であること
　③使用総資本事業利益率が５％以上であること

　④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること

中 小 企 業

特 定 社 債 保 証

［特定社債］

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

中小企業特定社

債保証の覚書を

締結した金融機

関のみの取り扱

い

経営安定関連保

証及び危機関連

保証を除く、普

通・無担保保証

との合計は、５

億円以内

部分保証（80%）

弾力化

0.35～1.80％
保証人不要

原則、２億円超は担保が必要

運転資金

設備資金

２年～７年

一括償還

または６ヵ月

毎の定時償還

４億5,000万円
（保険、別枠）

保証割合は80％のた
め、保証限度額４億

5,000万円に対し、社債
発行額は５億6,000 
万円まで

一回の最低発行額

3,000万円以上

中小企業特定社債保証の資格要件に該当し、次の⑴又は⑵に

該当している方

茨　金融機関の私募債の内、寄付型（寄贈型）私募債を利用

する方。

芋　金融機関の私募債の内、企業の社会的責任（CSR）や社
会貢献等に関する取組みを支援する私募債を利用する方。

社 会 貢 献 応 援 型

特 定 社 債 保 証

　「貢　献」

0.68％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は不要

担保は申込人の保有する流動資

産とします

事業資金

１年間

（個別保証は

１年以内）

２億円

（保険、別枠）

保証割合は80％のた
め、保証限度額２億

円に対して、借入限

度額は、２億5,000万
円まで

流動資産（売掛債権・棚卸資産）を自ら保有している方

（棚卸資産を担保とする場合は法人のみ）

流動資産担保融資保証

[ＡＢＬ]

0.56％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は不要

原則、8,000万円超は担保が必要
但し、流動資産担保保険を利用す

る場合は、申込人の保有する売掛

債権のみを譲渡担保とします

運転資金５年

（据置１年以内）

設備資金７年

（据置１年以内）

４億8,000万円
（組合６億8,000万円）
（保険、特例）

流動資産担保保険の

場合保証割合は80％
のため、保証限度額

２億円に対して、借

入極度額は、２億

5,000万円まで

主務大臣の承認を受けた振興事業計画に従って振興事業を実

施する中小企業者

※特定非営利活動法人は対象外

下請振興関連保証

１号～４、６号は

責任共有対象外

１号～４、６号

0.80％
５号、７号、８号

0.68％

保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円
（保険、特例）

普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）
＊合算限度額につい

ては、p.35参照

中小企業信用保険法第２条第５項に基づき、市町村長が次の
いずれかに該当すると認定した特定中小企業者

セーフティネット
保 証

[セーフティ]
１．第１号（再生手続開始申立等）
経済産業大臣の指定を受けた再生手続開始申立等事業者
との取引があり、売掛金等の債権を有している方

２．第２号（事業活動の制限）
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている
事業者と直接・間接の取引があり、売上高等が減少している方

兼
献
験

券
献
鹸

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

１号～４、６号は

責任共有対象外

１号～４、６号

0.80％
５号、７号、８号

0.68％

保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円
（保険、特例）

普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）
＊合算限度額につい

ては、p.35参照

３．第３号（指定地域における不況業種）
経済産業大臣の指定を受けた地域において、経済産業大
臣の指定を受けた業種を営み、災害その他の突発的に生
じた事由の発生のために、売上高等が減少している方

セーフティネット
保 証

[セーフティ]

４．第４号（指定不況地域）
経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行い、
災害等の発生によって売上高等が減少している方

５．第５号（全国的な不況業種）
経済産業大臣の指定を受けた業種を営む、次のいずれかの方
（イ）売上高等が減少している方
（ロ）原油高の影響を受けている方

６．第６号（破綻金融機関等）
破綻金融機関等との金融取引を行っており、金融取引の
正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済
を含めた資金調達が必要となっている方

７．第７号（金融取引の調整）
経済産業大臣の指定を受けた金融機関と金融取引を行って
おり、当該金融機関からの借入金残高が減少している方

８．第８号（金融機関の貸付債権の譲渡）
㈱整理回収機構又は、㈱産業再生機構に金融機関が貸付
金を譲渡したため、金融機関からの総借入残高が減少し、
経営合理化等の事業計画を作成しその実行に努めており、
㈱整理回収機構又は㈱産業再生機構に債務の返済条件の
変更を受けている方

責任共有対象外0.80％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金10年

２億8,000万円
（保険、特例）

普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）
＊合算限度額につい

ては、p.35参照

〔特定被災区域内〕

茨　地震・津波等により直接被害を受けた方

芋　震災の影響により業況が悪化している方

東 日 本 大 震 災

復 興 緊 急 保 証

［震災緊急］

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。

兼
献
験

券
献
鹸

兼
献
験

券
献
鹸
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責任共有対象外0.80％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金10年

２億8,000万円
（保険、特例）

普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）
＊合算限度額につい

ては、p.35参照

中小企業信用保険法第２条第６項に基づき経営の安定に支障

を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受

けた中小企業者

危 機 関 連 保 証

茨を利用する場

合は責任共有対

象外

芋鰯を利用する

場合は責任共有

茨芋を利用する

場合0.85％
但し、経保免除

の場合は1.05％

鰯を利用する場

合弾力化0.45％
～1.90％
但し、経保免除

の場合は弾力化

0.65％～2.10％

保証人　法人は原則代表者以外

不要（経保免除の場合

は不要）

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

茨芋を利用す

る場合

経営の安定に

必要な事業資

金10年
（据置５年以内）

鰯を利用する

場合

事業資金10年
（据置５年以内）

6,000万円
＊合算限度額につい

ては、p.35参照

新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、金融機関か

らの継続的な伴走型の支援を受けながら、経営の安定や生産

性向上等に取り組む中小企業者であって、次の茨～鰯のいず

れかに該当し、経営行動に係る計画を策定しているもの

茨　中小企業信用保険法（以下「保険法」という。）第２条第

５項第４号の規定による認定（新型コロナウイルス感染症

に係るものに限る。）

芋　次の①または②のいずれかに該当する方

①保険法第２条第５項第５号の規定による認定（売上高等

減少率が15％以上のもの）
②保険法第２条第５項第５号の規定による認定（売上高等

減少率が15％未満のものにあっては、最近１か月間に対
応する前年同月の売上高が令和２年１月29日時点におけ
る直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上減少
している。）

鰯　次の①または②のいずれかに該当する方

①最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して

15％以上減少している
②最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して

５％以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和２年１月

29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較し
て15％以上減少している

伴走支援型特別保証

令和５年３月31日ま
でに保証協会が保証

申込受付したもの

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

責任共有対象外保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　原則として必要です

事業資金10年２億円

（保険、別枠）

法的な再建手続を行う中小企業者で次の要件に全て合致する方
茨　次の①または②のいずれかに該当する方
①再生事件または更生事件が係属している方
②民事再生法（平成11年法律第225号）第188条第１項の規定
に基づき再生手続終結の決定を受けた方（再生計画が遂行
された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く）

芋　再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した
後３年を経過していない方

鰯　次の①及び②のいずれにも該当する方
①金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事
業の再建に合理的な見通しが認められること

②償還が見込まれること

事 業 再 生 保 証

部分保証（80%）1.76％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

事業資金３年２億8,000万円
（保険、特例）
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）
保証割合は80％

金融機関の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通
しが認められ、次の①及び②のいずれかに該当する方
※特定非営利活動法人は対象外
①特定認証紛争解決手続きにより事業再生を図ろうとする方
②認定支援機関の指導または助言を受け事業再生を図ろうと
する方

事業再生円滑化関連保証

保証割合は80％
但し、保証割合

100％保証の既
保証の借入金を

同額以内で借り

換える場合は

100％

責任共有制度
対象の場合
0.80％
責任共有制度
対象外の場合
1.00％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

一括返済の場合
１年以内
分割返済の場合
15年以内
（据置１年以内）

２億8,000万円
（保険、特例）
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）

「経営サポート会議」等の支援により作成した事業再生計画に
基づき、事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行
状況の報告を行う中小企業の方
※特定非営利活動法人は対象外

事業再生計画実施関連保証

［改善サポート］

保証割合は80％
但し、保証割合

100％保証の既
保証の借入金を

同額以内で借り

換える場合は

100％

責任共有制度

対象の場合

0.80％
但し、経保免除

の場合は1.00％
責任共有制度

対象外の場合

1.00％
但し、経保免除

の場合は1.20％
（企業負担はいずれの

場合も一律0.20％）

保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要（経保免除対応の

場合は不要）

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

一括返済の場合

１年以内

分割返済の場合

15年以内
（据置５年以内）

２億8,000万円
（保険、特例）
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）

「経営サポート会議」等の支援により作成した事業再生計画に

基づき、事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行

状況の報告を行う中小企業の方

※特定非営利活動法人は対象外

事業再生計画実施関連保証

（感染症対応型）

［改善サポ感染］

令和５年３月31日ま
でに保証協会が保証

申込受付したもの

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

弾力化
責任共有制度
対象の場合
0.45％～1.75％
責任共有制度
対象外の場合
0.50％～2.00％
原則、申込時の信用
力に対応した保証料
率より一区分低い料
率を適用します

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

一括返済の場合
１年以内
運転資金５年
設備資金７年
ただし、本制
度によって既
保証の借入金
を借り換える
場合は10年

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）
保証割合は80％
ただし、保証割合100％
保証の既保証の借入
金を同額以内で借り
換える場合は100％

金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、
自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への
当該計画の進捗報告を行う中小企業の方

経 営 力 強 化 保 証

既存の保証付借
入を返済条件と
するものが、本
制度の対象とな
ります。

責任共有につい
ては利用する制
度により決まり
ます。

利用する制度の
料率

利用する制度の保証人・担保利用する制度
の期間

利用する制度の限度額県内で事業を行っている中小企業者で現在保証協会の利用が
あり、当該保証付借入金の借換えや複数の保証付借入金を一
本化しての借換え、また借換えに加えて必要とする事業資金
を借入することにより、資金繰りの円滑化を図り事業の維持・
改善が見込まれる方

借 換 保 証

既存の保証付借

入を返済条件と

するものが、本

制度の対象とな

ります。

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

事業資金15年２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）

次のすべての要件を満たし、保証付き既往借入金を借り換え
る中小企業者の方
①　保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借
入金の残高があること

②　①の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和
を行っていること

③　金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、
自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を
行うこと

条件変更改善型

借 換 保 証

市町村長、商工
会議所会頭、商
工会会長の意見
書が必要

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金７年

3,000万円県特
常時使用する従業員の数が20人（商業・サービス業５人）以
下の小規模企業者で、県内同一市町村で１年以上同一の事業
を行っている方
※常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数
以下の会社及び個人の場合は、政令の定めによる。

　（宿泊業・娯楽業について従業員数20名まで小規模企業者）

小 額 融 資 保 証

市町村長、商工
会議所会頭、商
工会会長の意見
書が必要

責任共有対象外

1.00％保証人・担保ともに不可運転資金７年
設備資金７年

2,000万円特別小口［特小］
常時使用する従業員の数が20人（商業・サービス業５人）以
下の小規模企業者で、県内で１年以上同一の事業を行ってい
る次の要件を満たす方
①所得税、事業税、所得割のある県民・市町村民税のいずれ
かについて、申込日以前１年間に納期の到来した税金を完
納していること

②特別小口以外の保証を受けていないこと
※常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数
以下の会社及び個人の場合は、政令の定めによる。

　（宿泊業・娯楽業について従業員数20名まで小規模企業者）
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

責任共有対象外弾力化
0.50～2.20％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　原則不要

運転資金７年
設備資金７年

2,000万円
ただし、保証付融資
残高（根保証は融資
極度額）との合計で
2,000万円以内

常時使用する従業員の数が20人（商業・サービス業５人）以
下の小規模企業者（特定非営利活動法人（医業を主たる事業
とする小規模特定非営利活動法人以外）を除く）
※常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数
以下の会社及び個人の場合は、政令の定めによる。

　（宿泊業・娯楽業について従業員数20名まで小規模企業者）

小口零細企業保証

［小口零細］

弾力化
0.45～1.90％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

制度要綱によ
る

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）

山形県商工業振興資金による貸付を受ける方商工業振興資金保証

茨　経営安定資金、災害対策資金の認定を受けて融資を受ける方

芋　茨及び小規模企業資金（県特・特別小口、小口零細）以
外の認定を受けて融資を受ける方

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金15年

5,000万円
（組合　１億円）

１．公害防止対策保証

　公害防止のために必要と認定された費用の借入をされる方

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

設備資金17年２億円
（組合　４億円）

２．エネルギー対策保証

省エネルギー施設又は石油代替エネルギー施設の設置を行

う方

２．芋　廃止

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億円

（組合　４億円）

３．海外投資関係保証

海外直接投資事業を実施するために必要な資金を借入れさ

れる方

新事業認定審査

会の認定が必要

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億円

（組合　４億円）

ただし、他の新事業

開拓保険に係る保証

との合計３億円（組

合６億円）

４．新事業開拓保証

保証協会の認定を受け、新事業の開拓を行うための借入を

される方

責任共有対象外1.00％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

別途定める２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）

５．災害関係

　政令で定める地域内に事業所を有し、激甚災害を受けた方

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）

６．労働力確保関連

　雇用管理の改善計画について県知事の認定を受けた方

　※特定非営利活動法人は対象外
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

0.85％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）

７．中小小売商業関連

商店街整備、店舗集団化、共同店舗等整備、電子計算機利

用経営管理又は連鎖化事業を行う方

※特定非営利活動法人は対象外

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照 1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

８．商店街整備等支援関連
中小小売商業者の経営の近代化を支援する一般社団法人、
一般財団法人であって商店街整備等支援計画に従って事業
を実施する方
※特定非営利活動法人は対象外

９．廃止

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

10．伝統的工芸品支援関連
伝統的工芸品産業の振興を支援する一般社団法人、一般財
団法人であって、支援計画に従って事業を実施する方
※特定非営利活動法人は対象外

11．廃止

0.85％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）

12．地域伝統芸能等関連
地域伝統芸能の特徴を活用した製品の製造等であって、観

光・商工業の振興のために実施される行事に関連して行わ

れる事業を実施する方

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）

13．流通業務総合効率化関連
　流通業務総合効率化計画に記載された事業を行う方

　※特定非営利活動法人は対象外

14．廃止

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金15年

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

15．小規模事業者支援関連
①商工会又は商工会議所が関係市町村と共同して作成し経済
産業大臣の認定を受けた「経営発達支援計画」において経
営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人・一般
財団法人・特定非営利活動法人（中小企業信用保険法第２
条第１項第６号に該当するものを除く）

②商工会又は商工会議所が関係市町村と共同して作成し都道
府県知事の認定を受けた「事業継続力強化支援計画」にお
いて事業継続力強化を実施する者とされた一般社団法人・
一般財団法人・特定非営利活動法人（中小企業信用保険法
第２条第１項第６号に該当するものを除く）
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－17－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

16．廃止近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

0.85％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

設備資金15年２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合　４億8,000万円）
（一般社団法人、一般財団
法人２億8,000万円）

17敢中心市街地商業等活性化関連
認定を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画に従って
特定事業・中小小売商業高度化事業（特定会社又は一般社団
法人、一般財団法人が当該事業を実施する場合は、当該特定
会社又は一般社団法人、一般財団法人が自ら実施する都市型
新事業の用に供する施設を整備する事業に限る）を実施する
中小企業者、特定会社及び一般社団法人、一般財団法人
※特定非営利活動法人は対象外

0.85％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

設備資金15年５億6,000万円
特定会社は一般及び
中心市街地商業等活
性化関連との合計
公益法人は中心市街
地商業等活性化関連
との合計

17柑中心市街地商業等活性化支援関連
特定会社及び一般社団法人、一般財団法人であって、認定
を受けた特定民間中心市街地活性化事業計画に従って中小
小売商業高度化支援等事業（当該特定会社又は一般社団法
人、一般財団法人が自ら実施する都市型新事業の用に供す
る施設を整備する事業を除く）を実施する方
※特定非営利活動法人は対象外

18．廃止

新事業認定審査
会の認定が必要

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金15年

３億円（組合６億円）
ただし他の新事業開
拓保険に係る保証と
の合計

19．特定新技術事業活動関連
　指定補助金等にかかる成果を利用した事業活動を行う方
　※特定非営利活動法人は対象外

新事業開拓保険
を利用する場合
は、新事業認定
審査会の認定が
必要

0.85％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金15年

８億8,000万円
（組合　16億8,000万円）
内、新事業開拓保険
３億円（組合６億円）
海外投資関係保険３
億円（組合６億円）
（ただし、他の新事業
開拓保険・海外投資
関係保険に係る保証
との合計）

20．経営革新関連
承認を受けた経営革新計画に従って新商品の開発又は生産、
新役務の開発又は提供等の新たな事業活動を行うことによ
り経営の相当程度の向上を図る特定事業者
※特定非営利活動法人は対象外

21．廃止

22．廃止
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－18－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

責任共有対象外

一般分の無担保
保険、創業等関
連保証との合計
は8,000万円以内

①②③に該当す
る場合には創
業・再挑戦計画
書が必要

1.00％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　不可

運転資金10年
設備資金10年

3,500万円
（創業等関連、再挑戦
支援を含む）

23．創業関連
①事業を営んでいない個人で、１ヶ月以内に新たに事業を開
始する具体的計画のある方（認定特定創業支援等事業に該
当する場合６ヶ月以内）

②事業を営んでいない個人で、２ヶ月以内に新たに会社を設
立し事業を開始する具体的計画のある方（認定特定創業支
援等事業に該当する場合６ヶ月以内）

③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一
部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を
設立し、かつ、当該新たに設立する会社が、事業を開始す
る具体的計画がある方

④事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後５年を経
過していない方

⑤事業を営んでいない個人により設立された会社であって、
その設立の日以後５年を経過していない方

⑥中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一
部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、
その設立の日以後５年を経過していない方

⑦上記④に規定する創業者であって、その事業の譲渡により
事業の全部又は一部を当該創業者が新たに設立した会社に
承継させる場合であり、当該創業者が事業を開始した日か
ら起算して５年を経過していない方

　※特定非営利活動法人は対象外

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

24．廃止

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金15年

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

25．特定中小企業再生支援関連
認定支援機関として経済産業大臣の認定を受けたもので
あって、特定中小企業再生支援事業を実施する方
※特定非営利活動法人は対象外

新事業開拓保険
を利用する場合
は、新事業認定
審査会の認定が
必要

1.15％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金７年
設備資金15年

５億8,000万円
（組合10億8,000万円）

26．周辺地域整備関連
主務大臣の同意を得た利便性向上等事業計画に基づく事業
を行う者として県知事の認定を受けた方

27．廃止

28．廃止

29．廃止

30敢　廃止

30柑　廃止
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－19－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

責任共有対象外

一般分の無担保
保険、創業等関
連保険との合計
8,000万円以内
①、②に該当す
る場合創業、再
挑戦計画書が必
要

1.00％保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　徴求不可

運転資金10年
設備資金10年

再挑戦支援2,000万円
（創業関連を含む）
創業等関連を併用し
た場合合計3,500万円

31．再挑戦支援
経営状況の悪化により事業の廃止・法人の解散を経験し、そ
の後、５年以内に再起業する方
①事業を営んでいない個人であって、１ヶ月以内に事業を開
始する具体的計画を有する方（認定特定創業支援事業に該
当する場合６ヶ月以内）

②事業を営んでいない個人であって、２ヶ月以内に新たに会
社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有す
る方（認定特定創業支援事業に該当する場合６ヶ月以内）

③事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後
５年を経過していない方

④事業を営んでいない個人により設立された会社であって、
その設立の日以後５年を経過していない方

※特定非営利活動法人は対象外

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

弾力化
0.45～1.90％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

１年２億円
保証割合は80％

32．特定信用状関連
外国法人（新たに設立されるものを含む）と経営を実質的
に支配していると認められる関係にある方
※特定非営利活動法人は対象外

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金５年

設備資金７年

12億8,000万円
（組合18億8,000万円）
内、流動資産担保２
億円
内、新事業開拓保険
に該当するもの４億
円（組合６億円）
内、海外投資関係保
険に該当するもの４
億円（組合６億円）
（ただし他の新事業開拓保
険に係る保証との合計）

33敢農商工等連携事業関連
主務大臣の認定を受けた「農商工等連携事業計画書」に従っ
て、農商工等連携事業を実施する中小企業の方
※特定非営利活動法人は対象外

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金５年

設備資金７年

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

33柑農商工等連携支援関連
主務大臣の認定を受けた「農商工等連携支援事業計画書」

に従って、農商工等連携支援事業を実施する一般社団法人、

一般財団法人、特定非営利活動法人（中小企業信用保険法

第２条第１項第６号に該当するものを除く）

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

34．経営承継関連
経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じていること

について、都道府県知事の認定を受けた中小企業者

※特定非営利活動法人は対象外

35．廃止
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－20－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）

36敢商店街活性化事業関連
主務大臣の認定を受けた「商店街活性化事業計画」に従って、

商店街活性化事業を実施する中小企業の方

※特定非営利活動法人は対象外

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照 1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

36柑商店街活性化支援関連
主務大臣の認定を受けた「商店街活性化支援事業計画」に

従って、商店街活性化支援事業を実施する一般社団法人、

一般財団法人、特定非営利活動法人（中小企業信用保険法

第２条第１項第６号に該当するものを除く）

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

37．情報提供支援関連
主務大臣の認定を受けた「認定情報提供機関」のうち、一

定の要件を満たした一般社団法人、一般財団法人

※特定非営利活動法人は対象外

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

38．特定下請連携事業関連
主務大臣の認定を受けた「特定下請連携事業計画」に従っ

て特定下請連携事業を行う中小企業者

※特定非営利活動法人は対象外

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

39．連携創業支援等関連
市町村が作成し主務大臣の認定を受けた「創業支援事業計

画」に従って市町村と連携して創業支援事業を実施する一

般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人（中小企

業信用保険法第２条第１項第６号に該当するものを除く）

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

40．経営革新等支援関連
認定経営革新支援機関として主務大臣の認定を受け、経営

革新等支援業務を行う一般社団法人、一般財団法人、特定

非営利活動法人（中小企業信用保険法第２条第１項第６号

に該当するものを除く）

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金５年

設備資金７年

41柑特例経営力向上
関連との合算で８億

8,000万円
（組合16億8,000万円）
内、新事業開拓保険
３億円（組合６億円）
海外投資関係保険３
億円（組合６億円）
（ただし、他の新事業
開拓保険・海外投資
関係保険に係る保証
との合計）

41敢経営力向上関連
認定を受けた経営力向上計画に従って経営力向上事業を行

うことにより経営能力を強化し、経営の向上を図る特定事

業者
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－21－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

0.85％保証人　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金５年

設備資金７年

41敢経営力向上関連
と の 合 算 で ８ 億

8,000万円
（組合16億8,000万円）
内、新事業開拓保険

３億円（組合６億円）

海外投資関係保険

３億円（組合６億円）

（ただし、他の新事業

開拓保険・海外投資

関係保険に係る保証

との合計）

41柑特例経営力向上関連
認定を受けた経営力向上計画に従って事業承継等を行うこと

により経営能力を強化し、経営の向上を図る中小企業者であ

り、次の茨～鰯のいずれにも該当するもの

茨　経営力向上計画の認定申請日の直前の決算において、次

の要件を備える者であり、認定を受けた経営力向上計画に

従って事業承継等を行うもの

　ア．資産超過であること

　イ．EBITDA有利子負債倍率（（借入金－現預金）÷（営業
利益＋減価償却費））が10倍以内であること

芋　申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされ

ていること

鰯　返済緩和をしている借入金がないこと

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
42敢－２特例地域経
済牽引事業関連との

合算で、

２億8,000万円
（組合４億8,000万円）

42敢－１地域経済牽引事業関連
都道府県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従っ

て、地域経済牽引事業を行う中小企業者

0.85％保証人　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
42敢－１地域経済牽
引事業関連との合算

で、

２億8,000万円
（組合４億8,000万円）

42敢－２特例地域経済牽引事業関連
都道府県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従っ

て、事業承継を行う中小企業者

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円42柑地域経済牽引支援関連

主務大臣の承認を受けた連携支援計画に従って、連携支援

事業を行う一般社団法人又は一般財団法人

弾力化

0.45～1.90％
保証人　原則認定中小企業者以

外不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円43．特定経営承継関連
事業承継に伴う資金を調達する必要が生じている、中小企

業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による

認定を都道府県知事から受けた認定中小企業者の代表者

0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
(組合４億8,000万円)

44．商店街活性化促進事業関連
市区町村が作成する、内閣総理大臣の認定を受けた地域再

生計画に記載されている商店街活性化促進事業の実施に関

する計画に記載された事業のうち、特に事業資金の融通の

円滑化が必要な事業を行い、または行おうとする者として

当該市区町村の長の認定を受けた中小企業者

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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－22－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
(組合４億8,000万円)

45．新技術等実証関連
主務大臣の認定を受けた新技術等実証計画に従って、新技

術実証に係る事業を行う中小事業者

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照 0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
(組合４億8,000万円)

46．革新的データ産業活用関連
主務大臣の認定を受けた革新的データ産業活用計画に従っ

て、革新的データ産業に係る事業を行う中小企業者

0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金７年

設備資金15年
２億8,000万円
(組合４億8,000万円)

47．先端設備等導入関連
市町村が作成し主務大臣の認定を受けた導入促進基本計画

に従って、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特

定市町村の長の認定を受けた中小企業者

弾力化

0.45～1.90％
保証人　原則として会社の代表

者又は他の中小企業者

（会社に限る。）以外の

保証人は徴求しない

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

48柑特例経営承継準
備関連との合算で、

２億8,000万円

48敢経営承継準備関連
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得する資

金が必要な、中小企業における経営の承継の円滑化に関す

る法律の規定による認定を都道府県知事から受けた中小企

業者
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－23－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

弾力化

0.45～1.90％
保証人　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

48敢経営承継準備関
連との合算で、

２億8,000万円

 48柑特例経営承継準備関連
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得する資金

が必要な、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法

律の規定による認定を都道府県知事から受けた中小企業者で

あって、次の茨～鰯のいずれにも該当するもの

茨　次のア又はイいずれかの事由が生じていること及びウに

該当することによる経済産業大臣の認定を受けていること。

　ア．他の中小企業者の役員又は親族の中から当該他の中小

企業者の経営を承継しようとする者を確保することが

困難であることにより、当該他の中小企業者の事業活

動の継続に支障が生じている場合であって、当該他の

中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可

欠な資産の譲受けを行うものであること。

　イ．他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、

年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を

行うことが困難であることにより、当該他の中小企業

者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、

当該他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承

継に不可欠な資産の譲受けを行うものであること。

　ウ．認定申請日の直前の決算期において次の要件を満たす

こと。

　ａ．資産超過であること。

　ｂ．EBITDA有利子負債倍率（（借入金－現預金）÷（営業
利益＋減価償却費））が10倍以内であること。

芋　申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされ

ていること。

鰯　返済緩和をしている借入金がないこと。

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

1.15％保証人　原則として他の中小企

業者（会社に限る。）

以外の保証人は徴求し

ない

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円49．特定経営承継準備関連
他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得する資

金が必要な、中小企業における経営の承継の円滑化に関す

る法律の規定による都道府県知事の認定を受けた事業を営

んでいない個人

1.15％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円50．情報処理支援関連
情報処理能力の強化を図る中小企業者等に対する指導、助

言等を行うため、情報処理に関する高度な知識及び経験を

有するものとして経済産業大臣の認定を受けたソフトウエ

ア事業者又は情報処理サービス事業者（認定情報処理支援

機関）のうち、一般社団法人又は一般財団法人
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－24－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

1.15%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円51．技術等情報漏えい防止措置関連
技術等情報漏えい防止措置人称業務の範囲を中小企業者に

対して行うものに限定して主務大臣の認定を受けた一般社

団法人又は一般財団法人

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照 0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

８億8,000万円
内、新事業開拓保険

３億円、海外投資関

係保険３億円（ただ

し、他の新事業開拓

保険・海外投資関係

保険に係る保証との

合計）

52．社外高度人材活用新事業分野開拓関連
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小

企業者等であり、社外高度人材活用新事業分野開拓に関す

る計画を作成し、主務大臣の認定を受けた中小企業者

0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

８億8,000万円
（組合16億8,000万円）
内、新事業開拓保険

３億円（組合６億円）

海外投資関係保険３

億円（組合６億円）

（ただし、他の新事業

開拓保険・海外投資

関係保険に係る保証

との合計）

53．事業継続力強化関連
事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業大臣の認

定を受けた中小企業者

0.85%保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

８億8,000万円
（組合16億8,000万円）
内、新事業開拓保険

３億円（組合６億円）

海外投資関係保険３

億円（組合６億円）

（ただし、他の新事業

開拓保険・海外投資

関係保険に係る保証

との合計）

54．連携事業継続力強化関連
連携事業継続力強化に関する計画を作成し、経済産業大臣

の認定を受けた中小企業者

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円
（組合４億8,000万円）

55．情報処理システム運用・管理関連
情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状
況が優良な事業者として、経済産業大臣の認定を受けた中
小企業者

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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－25－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

0.85％保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年
設備資金15年

２億8,000万円
（組合４億8,000万円）

56．特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連
特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画または特
定高度情報通信技術活用システム導入計画もしくは特定半
導体生産施設整備等計画を作成し、主務大臣の認定を受け
た中小企業者

近 代 化 資 金 保 証

保険については、
別枠または特例
となります。P35
を参照

0.20～1.90％保証人　不要

担　保　必要な場合があります

運転資金10年２億8,000万円57．経営承継借換関連
経営承継を予定している会社である中小企業者であって、次
の茨から鰯のいずれにも該当する会社
茨　次の①から③のいずれにも該当することにつき、中小企
業における経営の承継の円滑化に関する法律による経済産
業大臣の認定を受けていること。

　①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの
借入れによる債務を保証していることにより、当該中小
企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められ
ること。

　②認定申請日の直前の決算期において次の要件を満たすこ
と。

　　ア．資産超過であること。
　　イ．EBITDA有利子負債倍率（（借入金－現預金）÷（営

業利益＋減価償却費））が10倍以内であること。
　③当該中小企業者が認定申請日より３年以内に事業承継を
予定していること。

芋　申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされ
ていること。

鰯　返済緩和をしている借入金がないこと。

取扱期間

６月１日～

８月15日（中元）
10月１日～
12月25日（年末）

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金

６ヶ月

3,000万円中小企業の方季 節 資 金 保 証

弾力化

0.39～1.62％
（手形割引・電子

記録債権割引・

簡易根保証）

0.45～1.90％
（手形見返・債務）

保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

（手形の銘柄・金額等を指

定する場合があります）

運転資金１年２億円

（組合　４億円）

県内で原則として６ヶ月以上同一事業を行っている方根 保 証

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

運転資金

５ヶ月

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

中小企業の方商 業 手 形 割 引・

電子記録債権割引保証
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。



－26－

備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

覚書を締結した
金融機関のみの
取扱い
普通保険に該当
する企業のみ

弾力化
0.45～1.90％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　原則として必要です

運転資金
５年以上
15年以内
設備資金
５年以上
20年以内

 一事業者２億円
（１申込み2,000万円
以上　100万円単位）

県内で３年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のい
ずれかに該当し償還能力があると認められる方
※特定非営利活動法人は対象外
茨　申込金融機関との与信取引が１年以上ありかつ最近２年
間の決算で利益計上し、債務超過でない方

芋　業歴５年以上で、申込金融機関との与信取引が１年以上
ありかつ最近２年間のいずれかの決算において、利益計上
し繰越欠損がない方

鰯　前各号に準じる方で、債務超過でなく今期利益計上見込みの方

長期経営資金保証

［長　経］

責任共有対象外普通保証
0.75％
無担保保証
0.65％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　１億円超の場合は原則

必要です

運転資金５年
設備資金７年

普通保証　　５億円
無担保保証　１億円
ただし、信用保証協会
の保証付で既に借入を
行なっている場合は当
該借入の残高を上記保
証限度額から差し引く

取引金融機関の破綻等により資金の調達に支障をきたしてい
る中堅事業者に対して、経営の安定に必要な資金の貸付を必
要とする方で、次のいずれにも該当する方
※特定非営利活動法人は対象外
茨　破綻金融機関等から借入返済を含めた事業資金の調達が
必要なこと

芋　破綻金融機関等の融資先である中堅事業者にかかる県知
事の認定を受けていること

中堅企業特別保証

制度要綱による制度要綱による制度要綱による制度要綱による制度要綱による市 町 村 制 度 保 証

覚書を締結した
金融機関のみの
取扱い

弾力化
0.45～1.90％

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　不要

運転資金７年
設備資金12年

5,000万円
ただし、既に保証付貸
付の行なわれている
ものは、その額を含め
て１億2,000万円以内

中小企業の方追 認 保 証

弾力化
0.60～1.90％
（小口零細0.70～2.20％）
ただし、予約時の
信用力に対応し
た保証料率より
も一区分高い料
率を適用します

保証人　法人は原則代表者以外
　　　　不要
　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

事業資金５年
（小口零細７年）

2,000万円
（小口零細保証制度を
利用の場合は500万円）

業歴３年以上、申込金融機関との与信取引１年以上の方で、
CRDスコアリングが基準以上の方

予 約 保 証

弾力化
0.50～2.20％に
保証割合を乗じ
た率
（納入企業が負担）

保証人　法人は原則代表者以外
不要

　　　　個人は原則不要
担　保　必要な場合があります

１年10億円（特定社債、
普通保証、無担保保
証（各経営安定別枠
及び危機関連保証を
除く）との合算）
保証割合は原則とし
て70％のため、保証限
度額10億円に対して、
借入限度額は、極度額
14億2,800万円まで

中小企業の方一括支払契約保証

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

弾力化

0.45～1.90％
保証人　不要

担　保　必要な場合があります

一括返済の場合

２年

分割返済の場合

７年（ただし、

設備資金及び

運転設備資金

については、

10年）

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

次の茨から鰯のいずれかに該当する方

※特定非営利活動法人は対象外

茨　純資産額が５千万円以上３億円未満であり、以下の①ま

たは②のいずれか１項目及び③または④のいずれか１項目

を充足すること

①自己資本比率が20％以上であること
②純資産倍率が2.0倍以上であること
③使用総資本事業利益率が10％以上であること
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上である
こと

芋　純資産額が３億円以上５億円未満であり、以下の①また

は②のいずれか１項目及び③または④のいずれか１項目を

充足すること

①自己資本比率が20％以上であること
②純資産倍率が1.5倍以上であること
③使用総資本事業利益率が10％以上であること
④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上である
こと

鰯　純資産額が５億円以上であり、以下の①または②のいず

れか１項目及び③または④のいずれか１項目を充足すること

①自己資本比率が15％以上であること
②純資産倍率が1.5倍以上であること
③使用総資本事業利益率が５％以上であること

④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上である
こと

財務要件型無保証人保証

弾力化

0.45～1.90％
（原則1.15％）

保証人　持株会社の代表者

担　保　必要な場合があります

設備資金15年
※事業会社の

株式買取資

金に限る

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

以下の全ての要件を満たす新設持株会社

茨　事業承継計画を策定していること

芋　持株会社の発行済議決権株式総数の３分の２以上を後継

者が保有していること

鰯　事業会社が中小企業信用保険法施行令第１条第１項に定

める業種に属する事業を行っていること

なお、事業会社が保証対象外業種を兼業している場合は、

対象外とする

事業承継サポート保証

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金20年
設備資金20年
※運転資金は、

設備に付帯

する資金に

限る

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円

中小企業の方で本制度の利用前に専門家派遣を受ける方専門家派遣付長期設備保証

「プロフェッショナルサポート」

［プロサポ］
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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備　　考基準保証料率保証人・担保資金使途・期間保証限度ご利用いただける方制度名［略称］

弾力化

0.35～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　原則不要

運転資金７年

設備資金７年

（ただし、不動

産取得資金を

除く。）

２億円

（ただし、平均月商の

３ヶ月以内）

次の全ての要件に該当する会社等

茨　SDGsに取り組んでいる（または取り組む予定がある）こと
芋　継続して２年以上事業を営むもの

鰯　確定申告書（決算書）の写しを直近２期分提出できるもの

允　取扱金融機関の推薦があるもの

印　申込直前期の決算において、純資産額が２千万円以上で

あり、以下のア又はイのいずれか１項目及びウ又はエのい

ずれか１項目を充足すること

ア　自己資本比率が15％以上であること
イ　純資産倍率が1.5倍以上であること
ウ　使用総資本事業利益率が５％以上であること

エ　インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上で
あること

ＳＤＧｓ応援保証

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金１年本制度保証残高及び

税理士連携短期継続

型保証「税理士たん

けい」保証残高を含

め5,000万円以内
ただし平均月商の２

倍以内を限度

次の全ての要件を満たす中小企業者等とする。

茨　１期以上の決算または確定申告を行っていること

芋　①法人の場合

　直近決算において減価償却前経常利益がゼロより大き

いこと

　　②個人の場合

　青色申告で、直近の確定申告における青色申告特別控

除前所得金額が200万円以上計上していること
鰯　既保証付融資が条件変更等による返済緩和を実施してい

ないこと

短 期 継 続 型 保 証

[たんけい]

弾力化

0.45～1.90％

推薦する税理士

等が認定経営革

新等支援機関の

場合、又は税理

士法第33条の
２第１項に規定

する添付書面が

ある場合は、

弾力化

0.35～1.80％

保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

運転資金１年本制度保証残高及び

短期継続型保証「た

んけい」保証残高を

含め5,000万円以内
ただし、平均月商の

２倍を限度とする。

次の全ての要件を満たす中小企業者等とする。
茨　税理士等が月次関与（試算表作成や月次監査等）を行い、
税理士等から「税理士連携短期継続型保証（税理士たんけ
い）に係る推薦書兼決算概要報告書」（所定様式）の提出が
あること。

芋　１期以上の決算または確定申告を行っていること。
鰯　①法人の場合
　　　直近決算において経常利益を計上していること。
　　②個人の場合
　青色申告で、直近の確定申告における青色申告特別控
除前所得金額が200万円以上計上していること。

允　既保証付融資が条件変更等による返済緩和を実施してい
ないこと。ただし、本保証により返済緩和が解消される場
合にはこの限りではない。

税理士連携短期継続型保証

[税理士たんけい]

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

　　　　個人は原則不要

担　保　必要な場合があります

１年

（かつ、終期は

解散予定日よ

り前）

3,000万円現在事業を行っている中小企業者であって、以下に掲げる茨
から鰯までの要件を全て満たす方
茨　事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自
ら廃業を選択するもの

芋　直近決算が実質的に債務超過でなく、完済が求められる
債務について事業清算により完済が見込めること

鰯　バンクミーティング等（債権者たる金融機関等の関係者
が当該申込人への支援の方向性、内容等を検討する場）に
より合意に至った廃業計画書に従って計画の実行及び進捗
の報告を行うもの

自主廃業支援保証

弾力化

0.45～1.90％
経営者保証コー

ディネーターよ

りチェックを受

けた場合は

弾力化

0.20～1.15％

保証人　不要

担　保　必要な場合があります

事業資金10年
左記 （1） に該当
する中小企業

者にあっては、

保証人（個人

に限る。以下

この項におい

て同じ。）を提

供していない

既往借入金の

返済資金以外

のもの。

左記 （2） に該当
する中小企業

者にあっては、

事業承継前に

おける保証人

を提供してい

る既往借入金

の返済資金。

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）

次の茨又は芋に該当し、かつ、鰯に該当する方

ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該

当することに加え、本制度１回目の保証日（ただし、貸付実

行されたものに限る。）から３年以内に保証申込みを行うもの

に限る。

茨　信用保証協会の保証申込受付日から３年以内に事業承継

を予定する事業承継計画を有する法人

芋　令和２年１月１日から令和７年３月31日までに事業承継
を実施した法人であって、事業承継日から３年を経過して

いないもの

鰯　次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。な

お、①から③までについては、信用保証協会への申込日の

直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会

への申込時に満たしていることを要するものとする。

　　①資産超過であること

　　②EBITDA有利子負債倍率（注）が10倍以内であること
　　③法人・個人の分離がなされていること

　　④返済緩和している借入金がないこと

（注）EBITDA有利子負債倍率
＝（借入金・社債－現預金）÷（営業利益＋減価償却費）

事業承継特別保証制度

［承継特別］

指定災害等

新型コロナウイルス

（2020年２月26日～）
〔2022年４月時点〕

弾力化

0.45～1.90％
保証人　法人は原則代表者以外

　　　　不要

担　保　原則不要

運転資金12ヶ月２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（組合４億8,000万円）

保証協会で指定する災害等により影響を受けた中小企業・小

規模事業者

緊急短期資金保証
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保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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セーフティネッ

ト保証

１～４号、６号

0.80％
セーフティネッ

ト保証

５号、７号、８号

0.68％

保証人　原則として法人の代表

　　　　者以外不要

担　保　必要な場合があります

経営の安定に

必要な運転資

金（保証協会

付融資の借り

換えに必要な

運転資金を含

み新規保証

（真水）は保証

承諾金額の

50％以内）
15年
（据置３年以内）

２億8,000万円
普通保険２億円 　
無担保保険8,000万円
（ただし、セーフティ

ネット保証６号に該

当するとして市町村

長等の認定を受けた

ものの限度額は、３億

8,000万円）

　次の茨から鰯のいずれにも該当し、中小企業信用保険法第

２条第５項各号に規定する認定申請書をその住所地を管轄す

る市町村長又は特別区長に提出し、認定を受け、償還能力が

認められる中小企業者

茨　原則として、申込金融機関と２年以上の与信取引の実績

がある

芋　申込金融機関が当該中小企業者に対し事業性評価を行い

実態を把握している

鰯　返済方法の変更や保証期間の延長を行っていない正常返

済中の当協会保証協会付融資の保証債務残高があり、長期

資金に借り換えることによりキャッシュフローが改善し、

事業の拡大、持続的発展に資する中小企業者

長 期 借 換 保 証

保証制度により、保証料が県・市町村より補給、及び割引になるものがあります。
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◎商工業振興資金・セーフティネット・その他　保証制度の市町村保証料補給一覧表

県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県
40％40％40％40％0.2720.7040.8830%0.360.370.390.390.460.390.460.460.460.4640％40％0.3030％

市町村名事業承継
特 別

プロサポ事業承継
サポート

条 件 変 更
改善型借換

流動資産
担保融資

事業再生
円 滑 化

事業再生小 口
零細企業

危機関連東日本大震
災復興緊急

セーフティ
ネ ッ ト 8

セーフティ
ネ ッ ト 7

セーフティ
ネ ッ ト 6

セーフティ
ネ ッ ト 5

セーフティ
ネ ッ ト 4

セーフティ
ネ ッ ト 3

セーフティ
ネ ッ ト 2

セーフティ
ネ ッ ト 1

商 工 業
振興資金Ⅱ

商 工 業
振興資金Ⅰ

小額融資
特別小口

小額融資
県 特

市町村名

山 形 市○○○□△◎☆▽注▽◇◇☆◇注◇☆☆☆☆○○●◎山 形 市
上 山 市□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎上 山 市
天 童 市○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎天 童 市
寒河江市□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎寒河江市
東 根 市□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎東 根 市
村 山 市○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎村 山 市
尾花沢市○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎尾花沢市
米 沢 市○○○■◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎米 沢 市
南 陽 市注○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎南 陽 市
長 井 市○◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎長 井 市
新 庄 市□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎新 庄 市
酒 田 市□△◎☆▽◇◇◇☆☆☆☆○○●◎酒 田 市
鶴 岡 市○□△◎☆注☆▼◇◇☆◇注☆☆注☆☆☆☆○○●◎鶴 岡 市
中 山 町○○○■◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎中 山 町
山 辺 町□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎山 辺 町
大 江 町○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎大 江 町
朝 日 町○○■◎☆▼◆◆★◆★★★★○○●◎朝 日 町
西 川 町○◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎西 川 町
河 北 町○○■◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎河 北 町
大石田町○○○■◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎大石田町
高 畠 町注○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎高 畠 町
川 西 町注○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎川 西 町
白 鷹 町注○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎白 鷹 町
飯 豊 町○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎飯 豊 町
小 国 町□△◎☆▽◆◆★◆★★★★○○●◎小 国 町
舟 形 町○□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎舟 形 町
大 蔵 村○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎大 蔵 村
戸 沢 村○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎戸 沢 村
鮭 川 村□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎鮭 川 村
真室川町□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎真室川町
金 山 町○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎金 山 町
最 上 町注○○○○■□△◎☆▽◇◇☆◇☆☆☆☆○○●◎最 上 町
庄 内 町注○○○○■◎☆▽◆◆★◆★★★★○○●◎庄 内 町
遊 佐 町注○○○○■◎☆▽◇◇◇☆☆☆☆○○●◎遊 佐 町
三 川 町注○○○○■◎☆▽◆◆★◆★★★★○○●◎三 川 町

・「▼」は県商工業振興資金利用するしないにかかわらず0.33％補給あり
・「▽」は県商工業振興資金利用のみ0.33％補給あり
・「注▽」は山形市経営支援資金利用の場合0.70％補給あり
・「□」は県商工業振興資金利用のみ0.352％補給あり
・「注○」は県商工業振興資金利用するしないにかかわらず、申込者が支払うべき保証料
の20％について補給あり

・「注☆」は鶴岡市長期安定資金Ⅱ利用の場合、申込者が支払うべき保証料の全額につい
て補給あり

・「★」は県商工業振興資金利用するしないにかかわらず0.34％補給あり
・「注◇」は山形市経営支援資金利用の場合0.34％補給あり
・「◇」は県商工業振興資金利用のみ0.29％補給あり
・「◆」は県商工業振興資金利用するしないにかかわらず0.29％補給あり
・「△」は県商工業振興資金利用のみ0.44％補給あり

・「県」は県商工業振興資金利用のみ県より補給あり
・「◎」は県商工業振興資金利用のみ申込者が支払うべき保証料の30％について補給あり
・「●」は県商工業振興資金利用のみ0.30％補給あり（利用者負担　0.30％）
・「○」は県商工業振興資金利用のみ申込者が支払うべき保証料の20％について補給あり
・「☆」は県商工業振興資金利用のみ0.34％補給あり
・「■」は県商工業振興資金利用のみ0.136％補給あり

令和４年４月１日現在
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◎保証推進制度保証（近代化）の市町村保証料補給一覧

・「県」は県商工業振興資金利用のみ県より補給あり
・市町村の補給率　　「△」は0.23％　　「▲」は県商工業振興資金利用のみ0.23％　　「注△」は2,000万円限度で0.23％補給　　「○」は0.17％　　「●」は0.42％　　「＊○」は県商工業振興資金利用のみ0.17％
　　　　　　　　　　「◇」は0.20％　　「◆」は県商工業振興資金利用のみ0.40％　　「◎」は申込者が支払うべき保証料の20％について補給あり　　「★」は山形市特定創業支援資金利用のみ0.90％
　　　　　　　　　　「▽」は県商工業振興資金利用のみ0.30％　　「▼」は0.30％　　「□」は米沢市創業支援資金利用のみ0.70％

令和４年４月１日現在

県県県県県県県県県県県県県県県県県
0.400.340.460.340.340.460.340.340.460.460.340.340.400.460.460.460.46

市町村名
創業関連

経 営
革新関連

特 定
新 技 術

中心市街地
小 規 模
事業者支援

流 通 業 務
総合効率化

地域伝統
芸 能

伝 統 的
工 芸

商 店 街
整備等支援

中小小売
商 業

労 働 力
確 保災害関係

新 事 業
開 拓海外投資

エネルギー対
　　　策公害防止

市町村名 商 業 等
活性化支援

商 業 等
活 性 化

23201917－（2）17－（1）1513121087654321
山 形 市◆ ★＊○○○△▽△△△山 形 市
上 山 市◆＊○▽上 山 市
天 童 市◆＊○▽▲▲天 童 市
寒河江市◆＊○○○△○○▽△△△注△寒河江市
東 根 市◆▲▲東 根 市
村 山 市◆＊○▽▲村 山 市
尾花沢市◆＊○▽尾花沢市
米 沢 市◆ □▽△△米 沢 市
南 陽 市◆＊○▽南 陽 市
長 井 市◆　長 井 市
新 庄 市◆▼△新 庄 市
酒 田 市◆○△○○○○△○○　△△△酒 田 市
鶴 岡 市◆○△○○○○　△△△鶴 岡 市
中 山 町◆　中 山 町
山 辺 町◆○○△○○　△△△山 辺 町
大 江 町◆＊○○○▽△△大 江 町
朝 日 町◆＊○○○▽△朝 日 町
西 川 町◆　△西 川 町
河 北 町◆＊○○○▽△河 北 町
大石田町◆＊○▽大石田町
高 畠 町◆○△○○○○▼△△△高 畠 町
川 西 町◆＊○▼△△川 西 町
白 鷹 町◆＊○▼白 鷹 町
飯 豊 町◆　飯 豊 町
小 国 町◆　小 国 町
舟 形 町◆＊○○○△○○▽△△△舟 形 町
大 蔵 村◆＊○○○△○○▽△△△大 蔵 村
戸 沢 村◆○○○△○○　△△△戸 沢 村
鮭 川 村◆○○○△○○▽△△△鮭 川 村
真室川町◆○○○△○○　△△△真室川町
金 山 町◆○○○△○○▽△△△金 山 町
最 上 町◆＊○○○▼△△△最 上 町
庄 内 町◆○△○○○○△○○▼△△△庄 内 町
遊 佐 町◆○△○○○○△○○▼△△△遊 佐 町
三 川 町◆○▼三 川 町
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◎保証推進制度保証（近代化）の市町村保証料補給一覧

・「県」は県商工業振興資金利用のみ県より補給あり
・市町村の補給率　　「△」は0.23％　　「▲」は県商工業振興資金利用のみ0.23％　　「注△」は2,000万円限度
　　　　　　　　　　「○」は0.17％　　「●」は県商工業振興資金利用のみ20％　　　「＊○」は県商工業振興資金利用のみ0.17％
　　　　　　　　　　「◇」は0.20％　　「◆」は県商工業振興資金利用のみ0.20％　　 「注○」は新事業開拓保険利用のものについて0.17％　　「◎」は申込者が支払うべき保証料の20％について補給あり

令和４年４月１日現在

県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県
0.340.340.3440%0.460.340.340.340.340.460.460.340.460.460.3440％0.460.3440％0.400.460.46

市町村名

革新的デー
タ産業活用
関 連

新技術等実
証 関 連

商店街活性
化促進事業
関 連

特 定 経 営
承 継 関 連

地 域 経 済
牽引支援関連

特例地域経済
牽 引 関 連

地 域 経 済
牽 引 関 連

特例経営力
向 上 関 連

経 営 力
向 上 関 連

経営革新等
支 援 関 連

連 携 創 業
支援等関連

特定下請連
携 事 業
関 連

情 報 提 供
支 援 関 連

商店街活性化
支 援 関 連

商店街活性化
事 業 関 連

経 営 承 継
関 連

農 商 工 等
連 携 支 援
関 連

農 商 工 等
連 携 事 業
関 連

特定信用状
関 連

再 挑 戦
支 援

周 辺
地 域 整 備

特定中小企業
再 生 支 援市町村名

4645444342 （2）42（1）－２42（1）－１41 （2）41 （1）4039383736－（2）36－（1）3433－（2）33－（1）32312625
山 形 市●＊○＊○●◆山 形 市
上 山 市●＊○＊○＊○◆上 山 市
天 童 市●＊○＊○＊○◆天 童 市
寒河江市●＊○＊○○◇寒河江市
東 根 市＊○◆東 根 市
村 山 市●＊○＊○◆村 山 市
尾花沢市●＊○＊○●◇尾花沢市
米 沢 市●●米 沢 市
南 陽 市●＊○＊○●◇南 陽 市
長 井 市●●長 井 市
新 庄 市●＊○＊○●○◇新 庄 市
酒 田 市●○◇酒 田 市
鶴 岡 市●＊○＊○○◇鶴 岡 市
中 山 町●＊○＊○中 山 町
山 辺 町●◇山 辺 町
大 江 町●＊○＊○●○◇大 江 町
朝 日 町●＊○＊○●○◇朝 日 町
西 川 町●＊○＊○●西 川 町
河 北 町●＊○＊○●河 北 町
大石田町●＊○＊○●○大石田町
高 畠 町●＊○＊○◎△○◇高 畠 町
川 西 町●＊○＊○●○◇川 西 町
白 鷹 町●＊○＊○●○◇白 鷹 町
飯 豊 町●○◇飯 豊 町
小 国 町○◇小 国 町
舟 形 町●●○◇舟 形 町
大 蔵 村●＊○＊○●○◇大 蔵 村
戸 沢 村●＊○＊○○◇戸 沢 村
鮭 川 村●＊○○◇鮭 川 村
真室川町●＊○＊○○◇真室川町
金 山 町●＊○＊○●○◇金 山 町
最 上 町●＊○＊○●○◇最 上 町
庄 内 町●＊○＊○●○庄 内 町
遊 佐 町●＊○＊○●○遊 佐 町
三 川 町●＊○＊○●三 川 町
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令和４年４月１日現在

県県県県県県県県県県県県
40%0.340.340.34 0.34 0.34 0.46 0.460.46 40%40%0.34 

市町村名
経 営 承 継
借 換 関 連

特定情報通信
技 術 活 用
システム関連
供給等関連

情報処理シス
テム運用・
管 理 関 連

連 携 事 業
継続力強化
関 連

事業継続力
強 化 関 連

社外高度人材
活用新事業分
野開拓関連

技術等情報
漏えい防止
措 置 関 連

情報処理支
援 関 連

特定経営承
継準備関連

特例経営承継
準 備 関 連

経営承継準
備 関 連

先端設備等
導 入 関 連市町村名

57565554535251504948 （2）48 （1）47
山 形 市▲●＊○山 形 市
上 山 市＊○上 山 市
天 童 市＊○天 童 市
寒河江市＊○寒河江市
東 根 市東 根 市
村 山 市＊○村 山 市
尾花沢市▲●＊○尾花沢市
米 沢 市▲●＊○米 沢 市
南 陽 市▲●＊○南 陽 市
長 井 市＊○長 井 市
新 庄 市▲●＊○新 庄 市
酒 田 市酒 田 市
鶴 岡 市＊○鶴 岡 市
中 山 町＊○中 山 町
山 辺 町＊○山 辺 町
大 江 町▲●＊○大 江 町
朝 日 町▲●＊○朝 日 町
西 川 町▲●＊○西 川 町
河 北 町▲●＊○河 北 町
大石田町▲●＊○大石田町
高 畠 町▲●＊○高 畠 町
川 西 町▲●＊○川 西 町
白 鷹 町▲●＊○白 鷹 町
飯 豊 町＊○飯 豊 町
小 国 町小 国 町
舟 形 町▲●＊○舟 形 町
大 蔵 村▲●＊○大 蔵 村
戸 沢 村＊○戸 沢 村
鮭 川 村＊○鮭 川 村
真室川町＊○真室川町
金 山 町●＊○金 山 町
最 上 町▲●＊○最 上 町
庄 内 町▲●＊○庄 内 町
遊 佐 町▲●＊○遊 佐 町
三 川 町▲●＊○三 川 町

・「県」は県商工業振興資金利用のみ県より補給あり
・市町村の補給率　　「△」は0.23％　　「▲」は県商工業振興資金利用のみ0.23％　　「注△」は2,000万円限度
　　　　　　　　　　「○」は0.17％　　「●」は県商工業振興資金利用のみ20％　　　「＊○」は県商工業振興資金利用のみ0.17％
　　　　　　　　　　「◇」は0.20％　　「◆」は県商工業振興資金利用のみ0.20％　　 「注○」は新事業開拓保険利用のものについて0.17％　　「◎」は申込者が支払うべき保証料の20％について補給あり
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組　合　等個人・法人保　　険　　の　　種　　類

４億円２億円普　　　　　通

8,000万円8,000万円無　　担　　保

2,000万円2,000万円特　別　小　口

１億円5,000万円  公害防止

別枠

４億円２億円  エネルギー対策
４億円２億円  海外投資
４億円２億円  新事業開拓
－４億5,000万円（注１）  特定社債

２億円２億円  流動資産担保
２億円２億円  事業再生

10億円（注２）10億円（注２）  特定支払契約
４億8,000万円２億8,000万円災害

特例

４億8,000万円
（注３、９）

２億8,000万円
（注３、９）

経営安定

４億8,000万円２億8,000万円労働力確保

４億8,000万円２億8,000万円中小小売商業

４億8,000万円２億8,000万円地域伝統芸能等

４億8,000万円２億8,000万円流通業務総合効率化

４億8,000万円２億8,000万円中心市街地商業等活性化

－５億6,000万円（注４）中心市街地商業等活性化支援

６億円（注６）３億円（注６）特定新技術事業活動

４億8,000万円
６億円（注６）
６億円（注７）

２億8,000万円
３億円（注６）
３億円（注７）

経営革新
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

4億8,000万円
６億円（注６）

２億8,000万円
３億円（注６）

周辺地域整備
（新事業開拓保険分）

26億円8,000万円
（注５）

24億円8,000万円
（注５）

下請振興

４億8,000万円
６億円（注６）

２億8,000万円
４億円（注６）

特定下請連携事業
（新事業開拓保険分）

６億8,000万円
６億円（注６）
６億円（注７）

４億8,000万円
４億円（注６）
４億円（注７）

異分野連携新事業分野開拓
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

４億8,000万円
６億円（注６）

２億8,000万円
３億円（注６）

特定研究開発等
（新事業開拓保険分）

－3,500万円創業（注８）

特例 －２億8,000万円特定経営承継関連（注10）
－２億8,000万円特定経営承継準備関連（注10）

◎保険の種類別保証限度額 令和４年４月１日現在

組　合　等個人・法人保　　険　　の　　種　　類

６億8,000万円
６億円（注６）
６億円（注７）

４億8,000万円
４億円（注６）
４億円（注７）

地域産業資源活用事業
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

特例別枠

４億8,000万円２億8,000万円事業再生円滑化

４億8,000万円２億8,000万円事業再生計画実施関連

４億円２億円特定信用状

６億8,000万円
６億円（注６）
６億円（注７）

4億8,000万円
４億円（注６）
４億円（注７）

農商工等連携事業
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

－２億8,000万円経営承継

－２億8,000万円商店街活性化事業

４億8,000万円
（注９）

２億8,000万円
（注９）

東日本大震災復興緊急

４億8,000万円
６億円（注６）
６億円（注７）

２億8,000万円
３億円（注６）
３億円（注７）

経営力向上関連（特例経営力向上関連を含む）
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

４億8,000万円２億8,000万円地域経済牽引事業関連（特例地域経済牽引事業関連を含む）

４億8,000万円
（注９）

２億8,000万円
（注９）

危機関連

４億8,000万円２億8,000万円商店街活性化促進事業関連

４億8,000万円２億8,000万円新技術等実証関連

４億8,000万円２億8,000万円革新的データ産業活用関連

４億8,000万円２億8,000万円先端設備等導入関連

－２億8,000万円経営承継準備関連（特例経営承継準備関連を含む）

－
－
－

２億8,000万円
３億円（注６）
３億円（注７）

社外高度人材活用新事業分野開拓関連
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

－
６億円（注６）
６億円（注７）

２億8,000万円
３億円（注６）
４億円（注７）

事業継続力強化関連
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

－
６億円（注６）
６億円（注７）

２億8,000万円
３億円（注６）
３億円（注７）

連携事業継続力強化関連
（新事業開拓保険分）
（海外投資関係分）

４億8,000万円２億8,000万円情報処理システム運用・管理関連

４億8,000万円２億8,000万円
特定高度情報通信技術活用システム開
発供給等関連

－２億8,000万円経営承継借換関連



－36－

※他に、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人（中小企業信用保険法第２条第１項第６号に該当するものを除く）を中小企業者としてみなす特例

２億8,000万円商店街整備等支援
２億8,000万円伝統的工芸品支援
２億8,000万円小規模事業者支援
２億8,000万円中心市街地商業等活性化

５億6,000万円（注11）中心市街地商業等活性化支援
２億8,000万円農商工等連携支援
２億8,000万円地域産業資源活用支援
２億8,000万円商店街活性化支援
２億8,000万円連携創業支援
２億8,000万円情報提供支援
２億8,000万円経営革新等支援

２億8,000万円（注12）地域経済牽引支援
２億8,000万円（注12）情報処理支援
２億8,000万円（注12）技術等情報漏えい防止措置

（注11） ①特定会社は一般及び中心市街地商業等活性化との合計
 ②一般社団法人、一般財団法人は中心市街地商業等活性化との合計
（注12） 特定非営利活動法人は対象外

（注１） 普通・無担保（経営安定特例・危機関連特例を除く）及び本保証分の合計は５億円以下
（注２） 普通・無担保（経営安定特例・危機関連特例を除く）・特定社債及び本保証分の合計は10億円以下
（注３） 法２条第５項第６号（破綻金融機関関係）に該当するものは３億8,000千円以下、無担保及び平成13年３月31日までに受けた金融安定化保証無担保分との合計は１億円以下
（注４） 一般分及び中心市街地商業等活性化分を含む
（注５） 本特例は普通保険にかかる保証２億円以下（組合等４億円以下）、無担保保険にかかる保証8,000万円以下、特別小口保険にかかる保証2,000万円以下、流動資産担保保険にかかる保証２億円以下
（注６） 新事業開拓保証及び新事業開拓に係るその他の特例分を含む
（注７） 海外投資関係保証及び海外投資関係に係るその他の特例分を含む
（注８） 無担保・創業等関連及び本保証分の合計は8,000万円以下
（注９） 経営安定、危機関連、災害（東日本大震災及び危機関連の対象となった災害に係るものに限る）及び東日本大震災復興緊急の合計は５億6,000万円（無担保１億6,000万円、普通４億円）
 組合等９億6,000万円（無担保１億6,000万円、普通８億円）以下
（注10） 普通保険にかかる本特例は普通保険と同枠で２億円以下、無担保保険にかかる本特例は無担保保険と同枠で8,000万円以下



あなたの街の保証協会
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◎米沢支店　〒992-0027　米沢市駅前三丁目１番91号
  T E L 0238-23-7630
  FAX 0238-24-5647

◎長井支店　〒993-0011　長井市館町北６番27号
  T E L 0238-84-1674
  FAX 0238-84-1012
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◎鶴岡支店　〒997-0034　鶴岡市本町二丁目７番５号
  T E L 0235-22-6122
  FAX 0235-24-6388
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◎酒田支店　〒998-0858　酒田市緑町20番60号
  T E L 0234-22-7644
  FAX 0234-24-3315

きらやか銀行きらやか銀行
東大町支店東大町支店

酒田支店

酒田勤労者酒田勤労者
福祉センター福祉センター

至鶴岡
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役
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緑公園

◎新庄支店　〒996-0031　新庄市末広町８番21号
  T E L 0233-22-3171
  FAX 0233-22-7035

朝
日
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専
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新
庄
駅

ヤ
マ
ザ
ワ

最
上
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合
支
庁

国
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13
号

新庄支店新庄支店

◎本　　店　〒990-8580　山形市城南町一丁目１番１号
  霞城セントラル内
 
12F  総務部 （総 務 統 括 課） T E L 023-647-2245
  （システム経理課） T E L 023-647-2246
　　 企業支援部
　　　　　　 （企画推進課、経営支援課、保証審査課） T E L 023-647-2247
11F  管理部 （代 位 弁 済 課） T E L 023-647-2248
  （管 理 回 収 課）  T E L 023-647-2241
総務部・企業支援部・管理部　　　FAX 023-647-3201

11F  本店営業部 （保証第一課、保証第二課） T E L 023-647-2240
　　　　　　　　　　　　　　　　 　FAX 023-646-2883
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